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 流雪溝等を利用する皆様におかれましては、雪道の安全確保にご協力いただき、まことに

ありがとうございます。 

 さて、このたび歩行者が融雪溝の投雪口にある蓋の段差につまずき転倒し、ケガをすると

いう事故が発生しました。 

 今後、このような事故を防止するため、作業時以外は、投雪口の蓋を確実に閉め、開けっ

放しにしないよう徹底してください。また、別紙「融雪溝・流雪溝ご利用の手引き」を遵守

し、適正かつ安全に利用してくださるようお願いします。 

 

～事故について～ 

 

○ 概   要  : 利用者が蓋を開けやすくするため、蓋と格子網の間に板材を挟めた

ことにより、路面と段差を生じさせ、その段差に歩行者がつまずき

転倒した。 

○ ケガの状況  : 

 

鼻を骨折したほか、ひざも打撲している。 

 

（車道部） （歩道部） 

投雪口の蓋は約 3cm上がっていた 

取っ手部は蓋よりさら 

に約 5cm上がっていた 

融雪溝 


